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Ⅰ 本プロポーザルの目的

本プロポーザルは，視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計業務に当たり，選定方法

の公平性等を確保しつつ，より優れた設計者を選定するため，公募型プロポーザル方式により広

く提案を求め，この業務に最も適した設計業務委託候補者(以下「設計候補者」という。)を選定

します。

Ⅱ 一般事項

１ 名 称 視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル

２ 主 催 者 宮城県

３ 選定方式 本プロポーザルは公募型とし，２段階の選定方式とします。

４ 事 務 局 宮城県土木部営繕課

担当：企画調査班

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

TEL：022-211-3264

FAX：022-211-3190

E-Mail：eizenp@pref.miyagi.lg.jp
営繕課ホームページ(以下｢営繕課HP」という｡)：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/eizen/

Ⅲ 参加申込者の資格要件等

１ 参加申込者の資格要件

本プロポーザルに参加を申し込む建築設計事務所(以下｢参加申込者」という｡)の必要な資格は，

令和２年１月３１日時点において次の各号に該当することです。なお，参加できる者は，単体企

業とします。

（１）宮城県建設関連業務競争入札参加資格承認者名簿(業種｢建築設計｣に限る｡)に登録された

Ａ等級の格付けを有する者であること。

（２）宮城県内に本社(店)，支社(店)又は営業所があること。

（３）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

（４）宮城県建設工事入札参加登録者等指名停止要領に基づく入札参加指名停止措置を受けていな

い者であること。

（５）建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けてい

る者であること。

２ 参加申込者の参加形態

（１）参加申込は，管理技術者及び総合，構造，電気，機械の各業務分野を分担する主任担当技

術者から構成される「設計チーム」によって行うこと。

（２）（１）に規定する「設計チーム」の構成員のうち管理技術者は，参加申込者に所属する一級

mailto:eizenp@pref.miyagi.lg.jp
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/eizen/
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/eizen/
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建築士とすること。

（３）（１）に規定する「設計チーム」の構成員のうち総合，構造，電気，機械の主任担当技術者

は，参加申込者に所属する技術者以外の技術者とすることができる。ただし，「設計チーム」

の構成員が他の「設計チーム」の構成員を兼ねることはできない（※参加申込者において各

構成員へ他の「設計チーム」の構成員となっていないことを確認すること）。

（４）同一の参加申込者からの設計チームは，１チームに限ること。

Ⅳ 評価・選定

１ 審査

技術提案書の審査は，視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル判

定委員会(以下「判定委員会」という。)が行います。

判定委員会は，次の判定委員５名により組織されます(五十音順，敬称略)。

石井 敏 （東北工業大学工学部建築学科 教授）

奥山 隆明 （宮城県 土木部 技術参事兼建築宅地課長）

佐々木 章一（国土交通省東北地方整備局営繕部 整備課長）

武内 浩行 （宮城県 保健福祉部 次長）

千葉 章 （宮城県 教育庁 教育次長）

２ 評価・選定方式

（１）第１段階（提案書提出者の選定）

判定委員会は，視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル評価

・選定基準(以下｢評価・選定基準｣という。)(別添２参照)に基づき参加申込書の内容を評価

し,参加申込者の中から評価得点上位５位程度を技術提案書の提出予定者(以下｢プロポーザル

提案者｣という｡)として選定し，技術提案書の提出を求めます。

ただし，応募者総数が５者以下の場合は，全ての応募者をプロポーザル提案者とします。

（２）第２段階（設計候補者の特定）

判定委員会は，プロポーザル提案者から技術提案書の内容に関するヒアリングを行った上

で評価・選定基準に基づき評価し，最高得点者を設計候補者として選定します。また，評価

得点順位２位の者を次点候補者とします。

なお，ヒアリングの実施方法については，プロポーザル提案者に対して別途通知します。

３ 選定結果の発表

第１段階の選定結果については令和２年２月１８日（火）午後４時（予定）に，第２段階の選

定結果については令和２年３月１８日（水）午後４時（予定）に，それぞれ営繕課HPに掲載しま

す。

４ 技術提案を求める評価テーマ

課題１ 視覚支援学校及び視覚障害者情報センターの機能を考慮した建築計画の考え方

課題２ 施設利用者の利便性及び安全性を考慮した建築計画の考え方

課題３ 周辺地域に配慮した意匠上の考え方
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５ その他

本プロポーザルは設計業務委託候補者を選定するものであり，技術提案書を設計案として決定

するものではありません。

仮設校舎・仮設情報センターの建設に係る計画内容は本プロポーザルの審査対象とはしませ

ん。

Ⅴ 手 続 等

１ 実施要項の入手

本プロポーザルの参加申込方法等を含む実施要項及び様式は，営繕課HPから出力してください。

２ 参加申込等

（１）参加申込

本プロポーザルの参加申込者は，参加申込書・技術提案書作成要領(別添１)に従い，参加

申込書（様式―１）及び「設計チーム･設計事務所 資格･業務実績等説明書」（様式－２）を

提出してください。

① 申込場所：事務局

② 申込期間：令和２年１月１０日（金）から令和２年１月３１日（金）まで

土曜日，日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時まで

郵送の場合は，令和２年１月３０日（木）の消印のあるものまで有効とし

ますが，到着の有無を必ず事務局まで確認願います。

③ 申込方法：持参又は書留による郵送とします。封書には「視覚支援学校・視覚障害

者情報センター改築設計プロポーザル 参加申込書在中」と朱書きしてく

ださい。

（２）技術提案書の作成，提出方法等

技術提案書を提出できるのは参加申込者のうち第１段階で選定されたプロポーザル提案者

とし，判定委員会から技術提案書の提出要請の通知（以下「要請通知」という。）を行います。

① 提 案 書：１チームにつき１提案に限ります。

② 提出場所：事務局

③ 提出期間：令和２年２月１８日（火）から令和２年３月６日（金）まで

土曜日，日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時まで

郵送の場合，令和２年３月５日（木）の消印のあるものまで有効。

④ 提出方法：持参又は書留による郵送とします。封書には，「視覚支援学校・視覚障害

者情報センター改築設計プロポーザル 技術提案書在中」と朱書きしてく

ださい。

（３）質問

本プロポーザルの参加申込書及び技術提案書についての質問は，質問書(様式－５)により

提出してください。

① 提出場所：事務局

② 期 間：令和２年１月１０日（金）から令和２年１月２０日（月）まで

土曜日，日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時まで

③ 提出方法：持参又は郵送とし，郵送の場合は，提出期間末日必着とします。

④ 回 答：令和２年１月２９日（水） 午後４時（予定）
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営繕課HPに掲載します。

なお，質疑事項の内容により回答できない場合があります。

３ 現地見学会

参加希望者を対象に，次のとおり現地見学会を実施します。

① 見 学 日：令和２年１月１６日（木）

② 行 程：１３：３０～１５：００ 視覚支援学校・視覚障害者情報センター計画敷

地見学

③ 注意事項：

・参加希望者は，当日１３：２５までに視覚支援学校・視覚障害者情報センター計画敷

地に集合してください。

・参加人数は，１チームにつき２名までとします。

・駐車スペースがありませんので，公共交通機関，又は近隣駐車場をご利用ください。

・見学敷地の足元が悪い可能性がありますので，ご注意ください。

・現地見学会参加中に発生した参加者の事故等について，県は一切責任を負いません。

・参加希望者及び参加申込者を対象とした現地見学の機会は，本見学会のみとなります。

Ⅵ プロポーザルの日程（予定）

令和２年 １月１０日（金） ：実施要項の公表（営繕課HPに掲載）

令和２年 １月１０日（金） ：参加申込書等の提出

～ １月３１日（金）

令和２年 １月１０日（金） ：参加申込書等に関する質問書の提出

～ １月２０日（月）

令和２年 １月１６日（木） ：現地見学会

令和２年 １月２９日（水） ：質問に対する回答

令和２年 １月３１日（金） ：参加申込締切（郵送は前日消印有効）

令和２年 ２月１７日（月） ：第１段階審査

令和２年 ２月１８日（火） ：第１段階選定結果の公表（営繕課HPに掲載）

及びプロポーザル提案者への要請通知

令和２年 ２月１８日（火） ：技術提案書の提出

～ ３月 ６日（金）

令和２年 ３月 ６日（金） ：技術提案書提出締切（郵送は前日消印有効）

令和２年 ３月１７日（火） ：ヒアリング及び第２段階審査

令和２年 ３月１８日（水） ：第２段階選定結果の通知･公表（営繕課HPに掲載）

令和２年 ５月 下 旬 ：契約締結予定

Ⅶ 設計業務委託

１ 業務委託契約

設計候補者と随意契約により設計業務委託契約を締結することを基本とします。なお，設計候



- 5 -

補者との契約ができない場合は次点候補者との契約とします。

契約締結は令和２年度予算の成立を前提とします。

２ 業務内容

（１）業務委託名 視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計業務委託

（２）業 務 概 要

① 新設建物等

・ 視覚支援学校 延べ面積 約 4,500㎡

・ 屋内運動場 延べ面積 約 700㎡

・ 視覚障害者情報センター 延べ面積 約 1,000㎡

② 仮設建物等

・ 視覚支援学校 延べ面積 約 4,200㎡

・ 視覚障害者情報センター 延べ面積 約 900㎡

③ 解体建物等

・ 視覚支援学校 延べ面積 約 4,600㎡

・ 屋内運動場 延べ面積 約 800㎡

・ 視覚障害者情報センター 延べ面積 約 1,000㎡

④ 屋外施設等

・外構・植栽等

・グラウンド整備

・工事に伴う電気・機械設備の盛替え

（３）履 行 期 限

① 新築基本・実施設計 令和４年 ３月１５日まで（予定）

② 仮設建物等建設設計 令和３年 ３月下旬まで （予定）

③ 既存建物等解体設計 令和３年１０月下旬まで （予定）

３ 設計業務委託料

業務に対する設計業務委託料は，県が定める方法により算出した額を上限とします。

４ 管理技術者等

本業務委託の受託者の管理技術者及び各業務分野の担当者は，設計チーム・設計事務所資格・

業務実績等説明書(様式―２)に記載した設計チームの管理技術者及び各業務分野の主任担当技術

者をそれぞれ選任するものとします。

Ⅷ 著作権及び提出図書の取扱い

１ 著作権の帰属

提出された技術提案書の著作権は，参加申込者に帰属するものとします。

なお，著作権が第三者に帰属する著作物の使用の責は，参加申込者に全て帰するものとします。

２ 技術提案書の取扱い

前項の規定にかかわらず，本プロポーザルに関する公表,展示及びその他県が必要と認める場合

に，県は提出された技術提案書を無償で使用することができるものとします。
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Ⅸ 経費の負担

参加申込者が本プロポーザルの参加(技術提案書の作成及び提出を含む。)に要した全ての経費

は，参加申込者の負担とします。

Ⅹ 失 格

次の各号に該当した場合は，失格となる場合があります。

（１）Ⅲの参加申込者の資格要件等に違反した場合

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合

（３）「実施要項」の基本的な条件に違反した場合

（４）参加申込書提出後，宮城県建設工事入札参加登録者等指名停止要領に基づく入札参加指名

停止措置を受けた場合

Ⅺ その他

（１）県は，Ⅷ ２ の場合を除き，提出書類を無断で使用しないものとします。

（２）県は，設計候補者の選定を行う作業に必要な範囲において，提出書類の複製を製作するこ

とができるものとします。

（３）「設計チーム･設計事務所 資格・業務実績等説明書」（様式―２）に記載された管理技術者

及び各主任担当技術者は，病気,死亡等極めて特別の理由があると認められた場合を除き，

変更することはできません。

（４）提出された書類は，返却しません。

（５）書類等の作成において使用する言語,通貨,時刻及び単位は，日本語,日本円,日本の標準時

及び計量法(平成４年法律第51号)に規定された単位に限ります。

（６）設計候補者及び次点候補者は選定の通知後，技術提案書の電子データを提供していただき

ます。

（７）提出された書類の訂正，差し替えは，認められません。

（８）提出された書類の内容により，必要に応じ追加資料の提出を求めることがあります。
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別添１

視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル

参加申込書・技術提案書作成要領

１ 参加申込書

（１）参加申込書（様式―１）

イ 「参加申込者」欄について

（イ）参加申込者は，実施要項 Ⅲ「１ 参加申込者の資格要件」を満足する建築士事務所名を

記載して下さい。

（ロ）押印欄は，当該建築士事務所の開設者が法人の場合は当該法人の社印及び代表者印を，個人

の場合は当該個人の印を押印して下さい。

（２）設計チーム・設計事務所 資格･業務実績等説明書（様式―２）

イ 「参加申込者」欄について

（イ）（１）イに同じ。

ロ 「一級建築士事務所登録」「管理建築士（一級建築士）」欄について

（イ）参加申込者である一級建築士事務所の登録番号,登録年月日及び有効期限を記入すること｡

（ロ）当該事務所の管理建築士の一級建築士登録番号,登録年月日及び氏名を記入すること。

ハ 「【設計チーム】 資格･ＣＰＤ単位取得実績」欄について

（イ）管理技術者予定者及び各主任担当技術者予定者について，それぞれ氏名及び所属事務所・

役職を記入すること。

（ロ）「専門分野の技術資格」欄は，管理技術者予定者及び各主任担当技術者予定者について，

資格の名称，登録番号及び登録年月日を記入すること。

（ハ）「ＣＰＤ単位取得実績」欄については，以下のとおりとします。

ａ 建築ＣＰＤ運営会議（事務局:(公財)建築技術教育普及センター）を構成する各団体が

主催した講習会等で参加申込書の提出期限から過去１年以内に発行されたＣＰＤ単位取得

証明書等に記載されたＣＰＤ（継続能力/職能開発）の単位について記入すること。

ｂ ＣＰＤを取得した団体の名称，当該団体の推奨単位数，当該団体での取得単位数及び

当該取得単位数を当該団体の推奨単位数で除した値(％)を記入すること。

ｃ 推奨単位数は，制度(参加申込者独自の制度及び推奨単位を定めていない制度を除く。)

を定めている当該団体が示す値とすること。

ニ 「【設計チーム】設計業務実績」欄について

（イ）設計業務実績は，一つの施設についての基本設計と実施設計の両方を行った場合を１件と

します（一つの施設についての設計業務委託が基本設計と実施設計に分かれている場合は，

両方を記載（添付書類共）すること）。

（ロ）改修工事(耐震補強工事を含む。)及び模様替工事の設計業務は，今回の設計業務実績とは

しません。

（ハ）設計業務実績については，平成２１年４月１日以降に完了した業務についていずれか１件

のみを記入すること。

（ニ）記入上の留意事項については，以下のとおりとします。

ａ 業務委託名称欄には，その設計業務の業務名称を記入すること。

ｂ 一つの施設についての設計業務委託が基本設計と実施設計に分かれている場合は，業務

委託名称及び履行期間については，上下２段にそれぞれ記入することができる（設計業務

委託が基本設計と実施設計に分かれていない場合は，１段のみの記入で可）。

ｃ 用途欄には，以下の用途区分の番号のいずれかを記入すること。

① 学校教育法第七十二条に定める特別支援学校施設（延べ面積3,000㎡以上）

② 学校教育法第一条に定める学校施設（延べ面積8,000㎡以上）

③ 学校教育法第七十二条に定める特別支援学校施設（延べ面積500㎡以上）

④ 学校教育法第一条に定める学校施設（延べ面積5,000㎡以上）

ｄ 工事種別欄には，新築，増築，改築のいずれかを記入すること。

ｅ 規模欄には，上記ｃ①又は②の用途に供する新築，増築，改築工事に係る部分の床面積
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(㎡)を記入すること。なお，①又は②以外の用途を含む複合用途施設の場合は，①又は②

の用途の専用部分のみの床面積を記入すること。

ｆ 立場欄には，設計業務における役割分担における管理技術者，主任技術者，担当技術者

等の別を下記の例により記入すること。

・管：管理技術者

・主：主任技術者

・担(総)：担当技術者(総合)

・担(構)：担当技術者(構造)

・担(電)：担当技術者(電気)

・担(機)：担当技術者(機械)

g 提出された書類の確認において，錯誤の申告（入力ミスや判断ミスによる事実と異なっ

た申告）による過大申告が明らかになった場合には，当該評価項目の評価を最低点に修正

します。錯誤の申告による過小申告が明らかになった場合には，当該評価項目の修正は行

いません。

ホ 資格・ＣＰＤ単位取得実績・実績等を証明する書類について

（イ）資格，ＣＰＤ単位取得実績及び設計業務実績欄に記載した内容を証明する書類を必ず添付

すること。

（ロ）資格及び設計業務実績欄に記載した内容を証明する書類は，以下のものを参考とすること｡

ａ 資格欄に記載した内容を証明する書類

・ 各資格の免許状その他の証明書の写し

ｂ ＣＰＤ単位取得実績欄に記載した内容を証明する書類

・ 各団体又は建築ＣＰＤ運営会議が発行するＣＰＤ単位取得証明書等の原本の写し（ホ

ームページ等の画面の印刷は不可とする）

ｃ 設計業務実績欄に記載した内容を証明する書類

・ 契約書の写し

・ 当該契約に係る物件の図面（設計概要が判別できる程度のもの）

・ 建築士法第２４条の４に基づく帳簿の写し

・ 管理技術者，主任技術者等の通知書の写し 等

※ 証明書類の内容確認の結果，設計業務実績が記載内容どおりと認められない又は確認できな

い場合は，その部分の記載を修正又は削除して評価します。

ヘ 「【設計事務所】設計業務実績」欄について

（イ）設計業務実績については，当該事務所が委託契約等を締結した設計業務のうち平成２１年

４月１日以降に完了した，いずれか２件を記入すること。

（ロ）記入上の留意事項については，（２）ニに準じる。

ト 事務所登録・実績等を証明する書類について

（イ）一級建築士事務所登録を証明する書類(登録通知書等)を添付すること。

（ロ）設計業務実績欄に記載した内容を証明する書類を必ず添付すること。

（ハ）資格及び設計業務実績欄に記載した内容を証明する書類は，（２）ホに準じる。

※ 証明書類の内容確認の結果，設計業務実績が記載内容どおりと認められない又は確認できな

い場合は，その部分の記載を修正又は削除して評価します。

（３）提出部数 １部

２ 技術提案書

（１）業務実施方針（様式―３）

業務の取組体制，設計チームの特徴，特に重視する設計上の配慮事項（様式―４－１～４－３

に記載する内容を除く），その他の業務実施上の配慮事項について記載して下さい。

（２）課題に対する提案（様式―４－１～４－３）

別添３「視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計 計画概要書」を基に，実施要項 Ⅳ

「４ 技術提案を求める評価テーマ」の課題１～３について提案してください。

（３）提案書作成上の留意事項
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提案書の作成には，以下の事項に留意してください。

① 提案書は，業務実施方針(様式―３)についてＡ４判縦１枚,課題に対する提案(様式―

４－１～４－３）についてＡ３判横１枚とし，各８部を提出してください。

② 説明文字の大きさは，９ポイント以上の大きさ，図中の文字は６ポイント以上の大き

さで作成してください。また，各提案には，カラーコピーを用いても構いません。

③ 各提案書の用紙右上に幅５０㎜，高さ２０㎜以上の余白を設けてください。

④ 提案は，文章での表現を基本としますが，文章を補完するための必要最小限な視覚的

表現は構いません。

⑤ 視覚的表現については，具体的な建物の設計ではなく,イメージや模式的な表現とし

てください。「参考 視覚的表現のイメージ」を参照してください。

⑥ 提案書の提出者（「設計チーム」の各構成員が所属する参加申込者以外の事務所，協

力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的な社名（組織名），技術

者名，過去に設計した建築物の名称，過去に受注した設計業務の名称等）を記載するこ

とは認められません。



- 4 -

様式－１

視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル

参 加 申 込 書

宮 城 県 知 事

村 井 嘉 浩 殿

標記について，必要書類を添付して参加を申し込みます。

令和 年 月 日

(参加申込者) 住 所 〒

参加申込者名

（代表者名） ㊞

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ

メールアドレス
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様式－２

設計チーム・設計事務所 資格･業務実績等説明書

参加申込者名

（ 代 表 者 名 ） ㊞

一級建築士事務所登録 管理建築士（一級建築士）

登 録 番 号 都道府県 第 号 氏 名

登録年月日 平成・令和 年 月 日 登 録 番 号 (大臣) 第 号

有 効 期 限 平成・令和 年 月 日 登録年月日 S・H・R 年 月 日

【設計チーム】 資格･ＣＰＤ単位取得実績

Ａ 管理技術者予定者 氏 名

所属事務所・役職

専門分野の技術資格 ＣＰＤ単位取得実績

資 格 名 称 一級建築士 団体の名称

登 録 番 号 (大臣) 第 号 取得単位数 推奨単位数

登録年月日 S・H・R 年 月 日 取得単位数／推奨単位数 ％

Ｇ 主任担当技術者（総合）予定者 氏 名

所属事務所・役職

専門分野の技術資格 ＣＰＤ単位取得実績

資 格 名 称 団体の名称

登 録 番 号 ( ) 第 号 取得単位数 推奨単位数

登録年月日 S・H・R 年 月 日 取得単位数／推奨単位数 ％

Ｓ 主任担当技術者（構造）予定者 氏 名

所属事務所・役職

専門分野の技術資格 ＣＰＤ単位取得実績

資 格 名 称 団体の名称

登 録 番 号 ( ) 第 号 取得単位数 推奨単位数

登録年月日 S・H・R 年 月 日 取得単位数／推奨単位数 ％

Ｅ 主任担当技術者（電気）予定者 氏 名

所属事務所・役職

専門分野の技術資格 ＣＰＤ単位取得実績

資 格 名 称 団体の名称

登 録 番 号 ( ) 第 号 取得単位数 推奨単位数

登録年月日 S・H・R 年 月 日 取得単位数／推奨単位数 ％

Ｍ 主任担当技術者（機械）予定者 氏 名

所属事務所・役職

専門分野の技術資格 ＣＰＤ単位取得実績

資 格 名 称 団体の名称

登 録 番 号 ( ) 第 号 取得単位数 推奨単位数

登録年月日 S・H・R 年 月 日 取得単位数／推奨単位数 ％

（ 注１）内容は，令和２年１月３１日現在で記入してください。
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【設計チーム】 設計業務実績

Ａ 管理技術者予定者

履 行 期 間 工 事 種 別
業務委託名称 規 模 用途 立場

（開始・完了年月） (新･増･改築)

H･R 年 月から
H･R 年 月まで ㎡

H･R 年 月から
H･R 年 月まで

Ｇ 主任担当技術者（総合）予定者

履 行 期 間 工 事 種 別
業務委託名称 規 模 用途 立場

（開始・完了年月） (新･増･改築)

H･R 年 月から
H･R 年 月まで ㎡

H･R 年 月から
H･R 年 月まで

Ｓ 主任担当技術者（構造）予定者

履 行 期 間 工 事 種 別
業務委託名称 規 模 用途 立場

（開始・完了年月） (新･増･改築)

H･R 年 月から
H･R 年 月まで ㎡

H･R 年 月から
H･R 年 月まで

Ｅ 主任担当技術者（電気）予定者

履 行 期 間 工 事 種 別
業務委託名称 規 模 用途 立場

（開始・完了年月） (新･増･改築)

H･R 年 月から
H･R 年 月まで ㎡

H･R 年 月から
H･R 年 月まで

Ｍ 主任担当技術者（機械）予定者

履 行 期 間 工 事 種 別
業務委託名称 規 模 用途 立場

（開始・完了年月） (新･増･改築)

H･R 年 月から
H･R 年 月まで ㎡

H･R 年 月から
H･R 年 月まで

【設計事務所】 設計業務実績

履 行 期 間 工 事 種 別
№ 業務委託名称 規 模 用 途

（開始・完了年月） (新･増･改築)

H･R 年 月から
H･R 年 月まで ㎡

H･R 年 月から
H･R 年 月まで

H･R 年 月から
H･R 年 月まで ㎡

H･R 年 月から
H･R 年 月まで

（ 注２）設計業務実績欄は，平成21年4月1日以降に完了したものを記載して下さい。
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様式―３
業務実施方針

業務の取組体制，設計チームの特徴，特に重視する設計上の配慮事項（様式―４－１～４－３に記載する内容を除く），

その他の業務実施上の配慮事項

（Ａ４判縦１枚）
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様式―４－１
課題に対する提案

課題１ 視覚支援学校及び視覚障害者情報センター
の機能を考慮した建築計画の考え方

（Ａ３判横１枚）

様式―４－２
課題に対する提案

課題２ 施設利用者の利便性及び安全性を考慮した
建築計画の考え方

（Ａ３判横１枚）

様式―４－３
課題に対する提案

課題３ 周辺地域に配慮した意匠上の考え方

（Ａ３判横１枚）
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様式―５

「視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル」質問書

令和 年 月 日

参加申込者名：

代 表 者 名：

担 当 者 名：

電 話：

Ｆ Ａ Ｘ：

番号 質 問 事 項



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚的表現のイメージ 

参 考 

建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考

え方などについての説明文を補足するための平面

イメージ図。 

必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾー

ンや交通部分（階段及びエレベーターを含む。）の

位置・形状が表現されていてよい。また、説明文を

補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な

室が表現されていてもよい。 

景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要

素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周辺環境

との関係の考え方などについての説明文を補足するた

めの外観イメージ図。 

建物の配置やボリュームが表現されていてよい。簡

易なファサードの表現がされていてもよい。 

敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え

方などについての説明文を補足するための配置イメー

ジ図。 

一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。周辺

地域が表現されていてもよい。 
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視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計 計画概要書 

令和元年１２月 

宮城県土木部営繕課 

 

 

Ⅰ 施設計画・設計条件等 

１ 業務委託名称 

視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計業務委託 

 

２ 建築場所 

仙台市青葉区上杉六丁目５－１ 

敷地面積 約１６，０００㎡ 

 

３ 施設用途 

特別支援学校，視聴覚障害者情報提供施設 

 

４ 法規制等 

（１）都市計画区域等  都市計画区域内 市街化区域 

（２）用途地域等    第二種住居地域 

（３）容積率      ２００％ 

（４）建ぺい率     ６０％ 

（５）防火地域等    準防火地域 

（６）高度地区     第３種高度地区 

（７）下水道処理    区域内 

（８）道路       県道 幅員：４．０ｍ～６．０ｍ 

 

５ 事業規模（予定） 

（１）新設建物等 

① 視覚支援学校       延べ面積   約 4,500㎡ 

② 屋内運動場        延べ面積   約  700㎡ 

③ 視覚障害者情報センター  延べ面積   約 1,000㎡ 

  （２）仮設建物等 

① 視覚支援学校       延べ面積   約 4,200㎡ 

② 視覚障害者情報センター  延べ面積   約   900㎡ 

（３）解体建物等 

① 視覚支援学校       延べ面積   約 4,600㎡ 

② 屋内運動場        延べ面積   約  800㎡ 

③ 視覚障害者情報センター  延べ面積   約 1,000㎡ 

別添３ 



2 

 

（４）屋外施設等 

  ・外構・植栽等 

  ・グラウンド整備 

  ・工事に伴う電気・機械設備の盛替え 

（５）予定工期 

・設計 

① 新築基本・実施設計   令和４年 ３月１５日まで（予定） 

② 仮設建物等建設設計   令和３年 ３月下旬まで （予定） 

③ 既存建物等解体設計   令和３年１０月下旬まで （予定） 

・工事 

 令和４年度から令和６年度まで（予定） 

 ※仮設建物建設は令和３年度（予定） 

（別表１参照） 

（６）予定工事費 

約４１．６億円（税抜き）。 

 

６ 整備方針 

・宮城県立視覚支援学校・宮城県視覚障害者情報センター複合化改築事業に係る基本構想 

（宮城県教育委員会作成（別添資料）） 

・現状の地形をできるだけ活かした配置とする。（造成する場合は必要最小限とする。） 

・環境負荷の低減に配慮する。 

 

 

 ７ その他 

・地質調査は，設計業務委託期間中に別途実施する。 

 

Ⅱ 添付資料 

別表１   事業スケジュール（予定） 

別表２   整備諸室等一覧（目安） 

別図１   計画敷地 位置図 

別図２   現況配置図，寄宿舎平面図 

別図３   既存敷地図 

別添資料  宮城県立視覚支援学校・宮城県視覚障害者情報センター複合化改築事業に係

る基本構想 

参考資料  参考地質調査資料 
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別図３ 

既存敷地図 
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１ 基本構想の目的

宮城県立視覚支援学校（以下「視覚支援学校」という。）は，明治３６年に東六番丁

日本キリスト教会内に盲人日曜学校として開校し，現在の本校舎は昭和４３年から４６

年に竣工され，約５０年にわたり利用されている施設であり，視覚障害者を対象とした

県内唯一の特別支援学校である。この度，施設の老朽化に伴う改築に当たり，学校敷地

内に併設されている宮城県視覚障害者情報センター（以下「情報センター」という。）

と一体の施設として整備することで，視覚障害者にとって利便性が高く，高機能且つ多

機能な施設とすること，また，児童生徒・情報センター利用者及び地域住民に幅広く利

用される施設とする。

この基本構想は，これらを実現するための基本的な方向性を示すものであり，今後，

設計業務のための基礎となるものである。

２ 上位計画との位置づけ

○ 宮城の将来ビジョン

第２節 安心と活力に満ちた地域社会づくり

取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり

◇ 少人数学級や少人数指導など，児童生徒の実情に応じたきめ細かな教育活動の充実

◇ 一人ひとりの特性に応じた適正な配慮や支援など，多様な個性が生かされる教育の推進

◇ 学校の耐震など，安全で快適な教育施設の整備の推進

取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現

◇ 障害を理由とする差別の解消に向けた取組の支援，普及啓発の推進

◇ 障害者の地域生活を支える教育相談体制の整備の促進

◇ バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮した施設整備等の推進

◇ 利用者ニーズに応じた福祉サービスの提供や地域での支え合いへの支援

○ 第２期宮城県教育振興基本計画

第４章 施策の展開

２ 施策の基本方針

基本方向５ 多様なニーズに対応したきめ細かな教育の推進

◇ 障害の有無によらず，多様な個性を持つ全ての子供たちの心豊かな生活と共生

社会の実現を目指し，柔軟で連続性のある多様な学びの場の中で，一人一人の様

々な教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を展開します。

○ 第２期県立特別支援学校教育環境整備計画

Ⅳ 教育環境整備計画

１ 教育環境整備（ハード面）の諸対策

取組５ 校舎等の老朽化対策（視覚支援学校の改築等）

◇ （２）その他：視覚支援学校寄宿舎以外についても，順次計画的に老朽化対策

を進めていく。
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○ みやぎ障害者プラン

各論

第１章 共に生活するために

第２節 「情報のバリアフリー」の推進

１ コミュニケーション支援

◇ 手話通訳者や要約筆記者，点訳・音訳奉仕員の計画的な養成や，その資質の向

上を図ります。

２ 障害の特性等に配慮したアクセシビリティの向上

◇ 県の公式ホームページについて，視覚障害や聴覚障害のある人への配慮などア

クセシビリティの向上に努めるとともに，県広報紙の点字版及び音声版を作成

し，希望する障害のある人に配布するなど，県政の話題や施策等に関する情報の

提供を更に推進します。

◇ 視覚障害のある人に対し，点字図書や録音図書などを製作し，情報提供を行う

とともに，点訳・音訳等奉仕員を養成する「宮城県視覚障害者情報センター」を

運営します。さらに，図書等を視覚で認識することに障害のある人のため，公共

図書館と宮城県視覚障害者情報センターとの連携を促進します。

○ 宮城県障害福祉計画

第６章 地域生活支援事業等の実施に関する事項

１ 地域生活支援事業

（７） 社会参加支援

③ 点字・音の広報等の発行

◇ 文字による情報入手が困難な障害者等のために，県政だよりの点字版，音声版

（ＣＤ）を制作し，希望する視覚障害者等への配布を行います。

⑧奉仕員養成研修

◇ 聴覚障害者等との交流活動の推進，市町村の広報活動の支援者として期待され

る日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員，点訳又は朗読に必要な技

術等を習得した点訳奉仕員及び音訳奉仕員の養成研修を行います。

（８） 特別支援事業

④点訳奉仕員，朗読奉仕員ステップアップ研修事業

◇ 点訳又は音訳に関するより専門的な技能等の習得を目指す登録点訳奉仕員，登

録音訳奉仕員を対象に，身体障害者福祉の概要や点訳等の役割・責務等について

の理解や専門的技能等の向上を図る現任研修を実施します。

２ 地域生活支援促進事業

（１０） 特別促進事業

① 視覚障害者家庭・社会生活訓練

◇ 視覚障害者の家庭生活及び社会生活に必要な訓練指導，講習会等を，県内９

地域の視覚障害者団体と連携して実施します。
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② 中途失明者の緊急生活訓練

◇ 中途失明者に対して，点字，白杖歩行，盲人用具の使用に関する個別指導を行

うとともに，講習会等を開催します。

３ 視覚支援学校・情報センターの現状

（１）視覚支援学校の現状

① 視覚障害者を対象とした県内唯一の特別支援学校として学校教育を行うほか，

視覚障害教育の専門機関としてのセンター的機能を有している。

② 小・中・高等部に加えて，専攻科（理療科・保健理療科）を設置しており，あ

ん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家試験に向け，患者へ施術を行う

臨床実習等のカリキュラムを展開している。

③ 乳幼児・保護者相談，養育相談，就学相談，補助具の相談等の視覚障害教育の

専門機関として支援活動を実施している。

④ 児童生徒の過去１０年間の推移を観ると，平成１８年の在籍者数８４名（小学

部１１名，中学部１４名，高等部１６名，専攻科４３名）をピークに減少傾向に

あり，令和元年度の在籍者数は３９名（小学部７名，中学部５名，高等部１９名，

専攻科８名）である。

⑤ 今後は，一時的に高等部及び専攻科の生徒が増加する見込みではあるものの，

ほぼ横ばいの在籍者数を維持する見込みである。

また，新たに幼稚部を設置することとしている。

（２）情報センタ－の現状

① 県内唯一の視覚障害者のための情報提供施設であり，点字・録音刊行物等の貸

出をはじめ，社会参加の支援に必要な情報を提供している。

② 平成３０年度末の蔵書数は，点字図書が 39,598 冊（タイトル数 13,135），録音
図書 53,193巻（タイトル数 14,042），デイジー図書 8,697枚（タイトル数 8,684）
である。

③ 平成３０年度末における利用登録者数は 1,084 名であり，登録者へセンター広
報誌等により最新の図書関連情報や生活関連情報を提供している。

④ 宮城県地域生活支援事業実施要綱に基づき，点訳奉仕員・音訳奉仕員及びデイ

ジー図書編集奉仕員の各養成講座を開催している。

⑤ 地域連携推進員を配置し，市町村をはじめ視覚障害を支援する関係機関及び視

覚センターの地域団体との連携を強め，利用登録者の拡大に取り組んでいる。
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４ 計画地の概要

（１）所在地

仙台市青葉区上杉六丁目５番１号 地内

（２）敷地面積

１６，３８６㎡（昭和３４年取得・教育財産）

（３）敷地の状況

周囲は住宅に囲まれており，敷地の西側には宮城教育大学附属幼稚園・附属小学

校・附属中学校が位置する。敷地内に情報センターが併設されている。

５ 建築のコンセプト

（１）視覚支援学校について

① 概要

視覚障害のある児童生徒が対象の特別支援学校。

（両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度の

もののうち，拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識

が不可能又は著しく困難な程度のもの【学校教育法施行令第２２条の３】）

② 教育目標

ヘレン・ケラー女史が，本校に餞（はなむけ）として残してくれた「英知・忍

耐」という言葉を信条として，視覚等の障害を克服し調和のとれた人格の形成に

努め，社会の一員として自主的・積極的に生きる人間を育成する。

③ 学校経営方針

イ 宮城県学校教育方針のもと，県内唯一の視覚障害教育校として，視覚障害教

育の専門性を維持・継承すると共に，時代の要請に応える教育を推進する。

ロ 個の教育的ニーズ及び学習・生活集団の目標に応じて，専門性の高い,魅力

ある教育活動を展開する。

ハ 地域や関係機関等との連携のもと，視覚障害教育の専門機関として各種支援

と啓発に努める。

ニ 関係校や関係機関との連携を深めながら，全職員の協力のもとに各種事業の

運営に当たる。

④ 学級数

３０学級程度

・普通教室 ２７室（小単一６，中単一３，普単一３，小重複２，中重複１，

普重複３，理療９）

・幼稚部教室 ３室（年少，年中，年長）

※小単一：小学部の単一障害学級（視覚障害のみの者，以下同）

中単一：中学部の単一障害学級

普単一：高等部普通科の単一障害学級

小重複：小学部の重複障害学級（視覚障害と他の障害を併せ有する者，

以下同）
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中重複：中学部の重複障害学級

普重複：高等部普通科の重複障害学級

理 療：高等部保健理療科，専攻科理療科，専攻科保健理療科

⑤ 通学区域

宮城県全域を対象とする。

⑥ 通学方法

児童生徒の実態に応じて，自力通学や保護者送迎とする。

⑦ 寄宿舎

小・中・高等部及び専攻科の希望者を対象に，「学校経営の方針に即し，きま

りある集団生活に適応し，社会的自立に必要な能力や態度を養い，明るく生きる

人間の育成を図る」ことを方針に寄宿舎を運営する。

なお，別事業により寄宿舎を改築し，令和２年４月に供用を開始する見込みで

ある。

（２）情報センターについて

① 概要

点字・録音刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するため，

点字・録音刊行物等の整備及び貸出，点訳奉仕員及び音訳奉仕員等の養成，視覚

障害者への情報提供と視覚障害に関する相談を行うことにより，視覚障害者の福

祉の増進を図ることを目的に設置している。

② 管理運営の基本方針

イ 情報センター設置の目的に則し，次のサービスを適正に提供するもの。

・ 点字・録音刊行物等の製作，閲覧及び貸出に関すること。

・ 点字・録音刊行物等を製作する奉仕員の養成及び指導に関すること。

・ 視覚障害者への各種情報の提供や，視覚障害者の日常生活や社会生活等の

各種相談に関すること。

・ その他情報センターの設置の目的を達成するために知事が必要と認める業

務。

ロ 特定の個人や団体・グループに対して，有利あるいは不利となるような取扱

いをしないこと。

ハ 費用対効果の高い効率的かつ効果的な管理運営を行い，経費の節減に努める

こと。

ニ 個人情報については，個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号）等

に基づき適切な管理を行うこと。

ホ 情報センターの利用者等の意見・要望を適切に管理運営に反映させること。

ヘ 視覚障害者に関する団体と連携を図り，視覚障害者の福祉の向上が図られる

よう努めること。
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６ 施設整備の基本方針

（１）共通する基本条件

① 校舎等

イ 建物の構造はＲＣ造を基本とする。視覚支援学校と情報センターの配置及び

高層化等については，設計業務において議論する。

ロ 視覚支援学校と情報センターは合築により整備する。

ハ 施設内は採光，通風，換気等に配慮し，児童生徒及び情報センター利用者が

健康的に学校生活が送れるように配慮する。

ニ トイレや更衣室を含めた児童生徒の活動場所及び情報センター利用者が出入

りする部屋は冷暖房設備を完備する。

ホ 視覚支援学校と情報センターの各々にエレベーターを完備する。

ヘ 体育館は暖房設備を完備する。

ト 寄宿舎と校舎等の動線に配慮する。

② グラウンド等

イ グラウンドは現状と同規模の１５０ｍトラックを確保できる大きさとする。

ロ グラウンド，遊具スペース，植物園，建築範囲を除き，アスファルトで舗装

する（既存敷地図を参照）。

③ その他

イ 敷地への出入口は，視覚支援学校用，情報センター用，寄宿舎用の３箇所に

設置し，いずれも車両が出入りできるように整備する。

ロ 外周をフェンスで囲う（最大４３０ｍを想定）。

ハ 工事に当たっては地域住民への説明を十分に行い，騒音等による生活環境悪

化を避けるような配置計画や防砂ネット，散水等による対策等に配慮する。

（２）視覚支援学校の整備概要

① 施設の基本的な機能

イ 視覚に障害がある幼児児童生徒の教育施設として，一人一人の教育的ニーズ

へ対応し，学習に専念できる学習環境，施設・設備を充実させること。

・ 同じ学級に在籍する弱視と盲の児童生徒のそれぞれに適正な授業を行うな

ど弾力的な学習活動を行うため，一時的に教室を分割できるようにすること。

・ 児童生徒は，視覚より聴覚を頼りにする必要があるため，郊外の騒音や他

の教室等の音を遮断する防音性能に配慮すること。

・ 羞明など光による学びにくさを生じさせないための設備（光量コントロー

ルや電動ブラインド等），壁面や階段などの配色やコントラストへ配慮する

こと。

・ 大学進学や就職など多種多様な進路を実現するための，視覚障害に配慮し

た教育機器，理療に関連した医療機器等と特別教室や実習室環境を整備する

こと。

・ 新たに幼稚部を設置すること。
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ロ 疾病や重複障害のある児童生徒の教育施設として，健康に配慮し，バリアフ

リー（ユニバーサルデザイン）を踏まえた建物であり，施設・設備を充実させ

ること。

・ 視覚障害に配慮した全自動ドアやつり下げ式ドア，点字表示や触察用目印，

音によるガイド機能など，視覚障害へ配慮した最新の器機を設置すること。

・ 車椅子の児童生徒などにとって利用しやすい多目的トイレ，スロープ，点

字ブロック等の設置に配慮すること。

・ 移動や運動の困難さから運動不足になりがちな児童生徒が，安心して思い

切り動くことができる広さや設備のある体育館を整備すること。

・ 児童生徒が安全に遊ぶことができる遊具及び春夏秋冬を感じることができ

る季節感のある植物園を整備すること。

② 施設の専門的な機能

イ 視覚障害のある幼児児童生徒や保育・教育機関，視覚に障害のある利用者に

対して，センター的機能を発揮し，専門機関としての支援を推進する施設・設

備を充実させること。

・ プライバシーが守られ，個々の相談内容に対応できるよう，複数の相談室

を整備すること。

・ 多目的ルームや遊び場を整備すること。

・ 視覚補助具や視覚補助器具などの貸し出し，保管，展示などの一括管理が

できる独立した空間を整備すること。

・ 多様なミーティングや研修会に対応できる多機能で間仕切り可能な会議室

を整備すること。

・ 眼科医やＯＲＴ（視能訓練士）による簡易検査や医療相談に対応できる機

器を整備すること。

ロ 視覚障害による困難さを克服し，学びと社会自立を支援するための情報教育

（ＩＣＴ）環境が充実していること。

・ 児童生徒の見え方に応じた配慮が必要なため，電子黒板等の導入と拡大読

書器等の電子器機の利用における安全性を考慮したコンセント等の設置に配

慮すること。

・ パソコンやタブレット端末による教材提示やＷｅｂ活用等の利便性をはか

るための無線ＬＡＮを配備すること。

・ 映像・録音機器の活用やＤＡＩＳＹ図書の授業等での活用を推進するため，

録音・編集の設備を整備すること。

・ 点字教材作成のための点字プリンター，立体教材作成のための立体コピー

機や３Ｄプリンター等を効率的に使用・管理できる設置場所を確保すること。

ハ 視覚に障害のある乳幼児から成人までの多様なニーズに対応するため，学習

環境の高機能化・多機能化や専門性のある人材の活用を可能とする複合的機能

があること。

・ 臨床実習室の設備を充実させると共に，患者や情報センター利用者へ配慮

した入口の設置と動線の確保並びに駐車場を確保すること。
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③ 児童生徒等の健康と安全

イ 児童生徒・教職員・施設利用者等が安心して学び，利用できる安全・防犯へ

の対応や，大規模災害に対応できる耐震性や視覚障害に配慮した避難施設とし

ての機能があること。

・ 出入口，廊下，階段等に十分な広さや幅を確保し，安全に移動できること。

・ 不審者等の出入りを防止するよう校舎及び各室の配置を工夫すること。ま

た，防犯機器を設置すること。

④ 防災機能

イ 防災機能を確保した施設とすること。

・ 施設の耐震性や情報通信機能の確保等，防災機能に配慮すること。

⑤ 自然環境への配慮

イ 自然エネルギーを活用した施設

・ 自然エネルギーの活用を検討し，地球環境に配慮すること。

（３）情報センターの整備概要

① 施設の基本的な機能

イ 視覚に障害がある方への情報提供施設として，利用者に配慮した施設整備を

行う。また，視覚支援学校と合築建替となるため，基本的な機能は学校の仕様

と同様とする。

ロ 疾病や重複障害のある利用者の情報提供施設として，健康に配慮し，バリア

フリー（ユニバーサルデザイン）を踏まえた建物であり，施設・設備が充実し

ていること。

・ 視覚障害者が利用する施設はできる限り１階に設置する。２階以上へも容

易に移動できるようにエレベーター等を設置すること。

・ 車椅子の利用者などにとって利用しやすい多目的トイレ，点字ブロック等

の設置位置に配慮すること。

・ 地域にも開かれたセンターとし，来庁者の利用スペースや利用者及び奉仕

員との交流スペースを設けること。

② 施設の専門的な機能

イ 視覚障害のある利用者に対して，センター機能を発揮し，専門機関としての

支援を推進する施設・設備が充実していること。

・ 録音刊行物等の製作が重要な機能であることから，音訳に必要な録音設備

の充実を図ること。

・ 視覚障害者向けの情報機器の講習会を行う部屋を整備すること。

・ 視覚補助具や視覚補助器具などの貸し出し，保管，展示などの一括管理が

できる独立した空間を整備すること。

・ 多様なミーティングや研修会に対応できる多機能で間仕切り可能な会議室

を整備すること。

・ 製作した点字・録音刊行物等を保管する書庫を備え，利用者への貸出発送

を行う部屋を整備すること。
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ロ 視覚障害による困難さを克服し，学びと社会自立を支援するための情報教育

（ＩＣＴ）環境が充実していること。

・ パソコンやタブレット端末による資料提示やＷｅｂ活用等の利便性をはか

るための無線ＬＡＮを配備すること。

・ 録音機器の活用やＤＡＩＳＹ図書の作成及び活用を推進するため，録音・

編集の設備を整備すること。

・ 点字刊行物作成のための点字プリンター，地図や絵本等で用いる図形作成

のための図形印刷対応プリンター等を効率的に使用・管理できる設置場所を

確保すること。

③ 地域住民等との交流

イ 地域住民と施設利用者との交流を想定した施設であること。

・ 情報センターと地域が一体となり，視覚障害の理解促進を図るため，住民

が親しみを持てる施設とする。

・ 来訪者（情報センター利用者，地域住民等）の安らぎと豊かなコミュニケ

ーションに配慮した施設とする。

・ 関係団体への施設開放（研修室等）を想定した施設とする。

④ 防災機能

イ 防災機能を確保した施設とすること。

・ 施設の耐震性や情報通信機能の確保等，防災機能に配慮すること。

⑤ 自然環境への配慮

イ 自然エネルギーを活用した施設

・ 自然エネルギーの活用を検討し，地球環境に配慮すること。

７ 建設に当たっての留意事項

今後，基本計画の策定や設計業務を実施するに当たっては，特に以下の内容に留意す

ることが必要である（一部再掲）。

内容 背景等

児童生徒等が安心・安 囲障・門を設けるなど，セキュリティ面に配慮し，監

全に利用できる施設と 視機能を充実させること。

する なお，学校の児童生徒と情報センター利用者の動線を

分離させること。

合築により整備する 学校教育と生涯学習の機能を併せ持つことで，双方の

施設利用の利便性の向上を図ること。

建築基準法上，一の建物と認められるものであるこ

と。ただし，視覚支援学校と情報センター施設間の通路

は１箇所に限定した常時閉鎖式とし，機能を完全に分け

ること。また，教室と実習室はエリア分けした上で合築

すること。

合築の場合，消防法の規定による複合用途防火対象物
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に該当するため，スプリンクラー設備等の機能が必要と

なる。

仮設校舎・仮設情報セ 現在の児童生徒の学習環境・安全の確保，施設利用者

ンター設置の検討 の利用環境・安全の確保，防音問題のリスク回避等のた

め工区を分け，仮設校舎・仮設情報センターを設置する

など，教育活動及び施設運営に支障がないような施工計

画が必要となる。

現状よりも延面積を減 公共施設等適正管理推進事業債の活用を想定している

少させる ため，現状よりも延面積を減少させること。

グラウンドを校舎等で 音を頼りにした教育活動（例：音響走）を行う上で，

囲む 周辺住民への配慮が必要であること。

南向きの教室を確保す 視覚障害の特性である羞明や夜盲等，光のコントロー

る ルが困難な児童生徒へ配慮するため。

視覚支援学校と情報セ 視覚支援学校と情報センターの出入口は別々に整備す

ンター各々の活動へ支 ること。また，音を頼りにする学校の教育活動と，録音

障が生じないようにす 業務等で音を遮る必要がある情報センターの活動の両者

る が制限されない校舎配置・環境づくりをすること。

情報センターの駐車場 視覚支援学校用と情報センター用を分離し，来校者

を確保する （外来者）用駐車場を整備する。なお，車椅子専用駐車

場の確保へも配慮する。

８ 計画方針

（１）整備内容

① 建物 校舎及び実習棟，視覚障害者情報センター棟

・・・ＲＣ造４階建てまたは３階建て

屋内運動場・・・Ｓ造またはＲＣ造 １～２階建て

② 整備する諸室等 延べ面積計 ６，２１１．３０㎡

学校部分 延べ面積 ５，２１９．００㎡

（教室，管理諸室等８２室，体育館）

情報センター部分 延べ面積 ９９２．３０㎡

（管理諸室等２６室）

③ 解体する建物等 延べ面積計 ６，２８０．５０㎡

学校部分 延べ面積 ５，２５３．００㎡

情報センター部分 延べ面積 １，０２７．５０㎡

（２）法的規制等 ・都市計画区域内 市街化区域

・用途地域 第二種住居地域

・容積率 ２００％

・建ぺい率 ６０％

・防火地域等 準防火地域

・上下水道，電気，都市ガス

・道路 市道４．０～６．０ｍ
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９ 概算事業費及び財源

〇 事業費 概算（４～５月）による

〇 主な財源 公共施設等適正管理推進事業債

10 事業スケジュール（予定）

〇 令和元年10月～令和２年３月 プロポーザル方式による設計事業者選定

〇 令和２年６月～令和４年３月 基本設計・実施設計，

仮設校舎・情報センター設計，地質調査等

〇 令和３年４月～令和４年２月 仮設校舎・情報センター建築

〇 令和４年３月～令和４年10月 既存校舎・体育館・情報センター解体工事

〇 令和４年10月～令和６年７月 建築工事

〇 令和６年８月～ 供用開始，仮設校舎・情報センター解体工事

〇 令和７年７月～ 外構・グラウンド整備工事



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地質調査位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計 

公募型プロポーザル判定委員会設置要綱 

 

（設置） 
第１条 視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計業務を委託するに当たり，より優れた設
計者を公募型プロポーザル（以下，プロポーザルという。）によって選定するために，「視覚支援
学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル判定委員会」（以下「判定委員会」
という。）を設置する。 

 

（判定委員会の所掌事務及び報告義務） 
第２条 判定委員会は，次に掲げる事務を所掌する。 
（１）プロポーザルの実施要項等の策定に関すること。 
（２）プロポーザルによる設計者の評価・選定に関すること。 
（３）プロポーザルに係る提案書類等を審査し，設計候補者を選定すること。 
２ 判定委員会は，前項の選定結果を判定結果報告書により知事に報告する。 

 

（組織） 
第３条 判定委員会は判定委員５名をもって構成する。 
２ 判定委員は，別表に掲げる者を充てる。 

 

（任期） 
第４条 判定委員の任期は，この要綱の施行の日から令和２年３月３１日までとする。 

 

（会長及び副会長） 
第５条 判定委員会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は，判定委員の互選によって定める。 
３ 会長は会務を総理し，判定委員会を代表する。 
４ 副会長は会長を補佐し，会長に事故あるとき又は欠けたときは，その職務を代理する。 

 

（会議） 
第６条 判定委員会の会議は，会長が必要に応じて招集し，その議長となる。 
２ 判定委員会の会議は，判定委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 
３ 判定委員会の議事は，出席した判定委員の過半数をもって決定し，可否同数のときは，議長の 

決するところによる。 
４ 会長は必要に応じて，判定委員会の会議に判定委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（秘密の保持） 
第７条 判定委員は，審査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

（責務） 
第８条 判定委員は，プロポーザルに参加する設計者に対して援助を行ってはならない。 

 

（庶務） 
第９条 判定委員会の庶務は，土木部営繕課において処理する。 

 

（その他） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか，判定委員会の運営に関して必要な事項は，会長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和元年１２月１６日から施行する。 

２ この要綱は，令和２年３月３１日限り，その効力を失う。 

資料１ 



 

 

別表（第３条関係） 

 

視覚支援学校・視覚障害者情報センター改築設計公募型プロポーザル判定委員会 

判定委員名簿（敬称略） 

 

※凡例：◎会長 ○副会長 

 

※ 分野 区  分 氏  名 所 属・役 職 

◎ 建築 学識経験者 石井
い し い

 敏
さとし

 東北工業大学 工学部建築学科 教授 

○ 建築 行政（県） 奥山
おくやま

 隆
たか

明
あき

 宮城県 土木部 技術参事兼建築宅地課長 

 建築 行政（国） 佐々木
さ さ き

 章一
しょういち

 国土交通省 東北地方整備局営繕部整備課 課長 

 
保健 

福祉 
行政（県） 武内

たけうち

 浩
ひろ

行
ゆき

 宮城県 保健福祉部 次長 

 教育 行政（県） 千葉
ち ば

 章
あきら

 宮城県 教育庁 教育次長 

五十音順，敬称略  


